社会福祉施設における業務継続計画（BCP）（感染症編）の作成例資料１


令和７年12月11日
長野県諏訪保健福祉事務所（諏訪保健所）


	説明
	

	・本作成例は、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続計画ガイドライン（厚生労働省老健局令和６年３月）」及び同ガイドラインに基づく「ひな型（入所系、通所系、訪問系）」を参考にしながら、特に重要な内容について記載しています。
・文中の「（★　　　）」は、記載の参考となるコメントです。
・自施設・事業所に即した記載に変更し、自施設・事業所の業務継続計画（BCP）（感染症編）とすることができます。
・すでに業務継続計画（BCP）（感染症編）を作成している場合、本作成例の一部を取り入れて改正することも可能です。
[bookmark: _Hlk216084913]・感染対策等の具体的な内容については、業務継続計画（BCP）（感染症編）ではなく、施設・事業所が別に策定している「〇〇感染対策指針（マニュアル）」等に記載することも考えられます。
・感染症対策を担当する行政機関として「保健所」と記載していますが、長野県が設置している保健所は、保健福祉事務所と同一の機関です（長野市、松本市には保健福祉事務所はありません）。





	本作成例の特徴（厚生労働省ガイドライン・ひな型が触れていない点を中心に）
	

	①基本方針に利用者・家族への説明、理解と協力の促進を明記（１（２）４））
②特別の実施体制を構築し、BCPを発動する目安を明記（１（３）２）、３（１）４）、４（１）））
　・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を含む感染症全般の発生を想定
③根拠となる法令を整理し、新型インフルエンザ等対策特別措置法も明記（１（４））
④外部機関等緊急連絡先一覧に夜間・休日の欄を設定（２（２））
⑤基本的な感染対策のうち特に重要な点を要約して記載（２（４））
⑥衛生物品の備蓄に関して月平均消費量、COVID-19発生時の月最大量消費量に着目（２（５））
⑦優先業務の確認に当たって利用者数の減少も考慮することを記載（２（７））
⑧感染が拡大傾向にある場合の新たな利用者の受入れ制限や再開について記載（２（８））
⑨初動対応における感染疑い者確認の際の手順を具体的に記載（３（１））
⑩感染者が多数発生した場合のゾーニング方法を具体的に記載（４（３））













業務継続計画（BCP）（感染症編）

〇〇〇〇法人〇〇施設・事業所
令和〇年〇月〇日作成・令和〇年〇月〇日最終更新

１　総則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）目的
　　　・本計画は、感染症が施設・事業所内で発生（感染症に罹患した可能性がある状況を含む）した場合、迅速かつ適切な対応によって感染拡大防止を図るとともに、感染状況を踏まえ、優先度に応じて必要な業務を継続実施し、サービス利用者と従事者への影響を最小限に抑えるため、平時及び発生時に必要な事項を定める。
　　　・感染対策等の具体的な内容は、別に策定している「〇〇感染対策指針（マニュアル）」等により実施し、本計画は、感染対策等の概要及び感染が拡大した場合にも優先度に応じたサービスを継続して提供するためのものである。

（２）基本方針
１）利用者の安全確保
・利用者の感染と重症化を防止し、生命と健康への影響を最小限にとどめるよう努める。
２）従事者の安全確保
　　　　・従事者の感染と重症化を防止し、生命と健康への影響を最小限にとどめるよう努める。
３）サービスの継続
　　　　・利用者の生活と活動を維持するために必要なサービスを優先度に応じて継続的に提供する。
　　　　・優先度に応じたサービス提供の継続に必要な従事者を確保する。
４）利用者とその家族への説明と理解、協力の促進
　　　　・感染状況及び感染防止対策、感染した利用者への対応、サービスの提供等について、利用者とその家族に十分説明し、理解と協力を得る。

（３）組織体制
　　１）責任者
・〇〇〇〇（★理事長、施設・事業所長等）
・責任者不在等の場合の代行者を〇〇〇〇とする。
　　２）実施体制
　　　　①平時
　　　　　・〇〇感染対策委員会が平時の準備等の実務を担当する。
・責任者は、感染対策委員会の活動状況等を確認し、必要に応じて、〇〇委員会に改善等を指示する。
・感染症が発生した場合、別に定める「〇〇感染対策指針（マニュアル）」により適切に対応することができると責任者が認めた場合、平時の体制において種々の対策を講ずる。
　　　　②発生時
[bookmark: _Hlk216008177]　　　　　・既知の感染症が多数発生する、新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生する等、別に定める「〇〇感染対策指針（マニュアル）」だけでは適切に対応することができないと責任者が認めた場合、責任者は、「〇〇感染症対策本部」を設置し、本計画に定める事項を実施する等により、組織を挙げて種々の対策を講ずる。
　　　　　・〇〇感染症対策本部の構成
	役職
	氏名（＊＊班長、＊代理者）
	職務

	本部長
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇
	統括

	事務局班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	本部長サポート、全体調整等

	情報・広報班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	情報収集整理、外部機関連絡調整、ホームページ作成、広報等

	設備・調達班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	設備、感染防護具等の調達等

	医療・看護班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	感染防止対策、感染者への医療の提供等

	介護班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	介護業務の提供

	給食班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	給食・食事の提供

	〇〇〇班
	＊＊〇〇〇〇、＊〇〇〇〇、・・・
	〇〇〇〇・・・・



（４）根拠となる法令等
　　１）感染症法
　　　　・保健所が感染症の区分に応じて感染者、接触者等に必要な対応を行うので、協力する。
　　　　・新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生した場合、感染者、接触者等への具体的な対応は、発生状況等を踏まえて国から逐次、方針が示されるので、その動向を注視する。
２）新型インフルエンザ等対策特別措置法
①新型インフルエンザ等が発生した場合
・新型インフルエンザ等対策政府行動計画等に基づく社会的な対応がとられ、施設・事業所の業務にも影響が及ぶので、その動向を注視する。
②新型インフルエンザ等対策政府行動計画（令和６年７月２日）における発生時期の区分
ア　準備期
・新型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を行う
イ　初動期
・新型インフルエンザ等の急速なまん延及びその可能性のある事態が探知される
・感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を行う
ウ　対応期
・封じ込めを念頭に対応する時期
・病原体の性状等に応じて対応する時期
・ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期
・特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期
　　３）施設・事業を規定する法律（★自施設・事業所に関する法律を記載）
　　　　・〇〇法及び関係法令・通知に基づき、適切に対応する。

（５）計画の見直し、周知
　　　・計画は、少なくとも年１回、見直しを行うとともに、人事異動や組織改正等があった場合、訓練等により課題が明らかになった場合、国等における動向の変化があった場合等において、その都度、見直しを行い、必要な改定を行う。
・計画を改定した場合及び少なくとも年１回、すべての従事者に周知するとともに、読み合わせ等の研修や実働訓練等を行う（「平時の対応」の項目を参照）。


２　平時の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）従事者緊急連絡先一覧の作成・更新
　　　・夜間・休日等においても従事者への緊急連絡が可能な電話番号等は、以下のとおり。
　　　・内容に変更がある従事者は、逐次、報告し、一覧を改定する。
　　　・上席者から従事者への連絡は、各所属長を通じて行い、所属長が不在の場合は、直接、行う。
　　　・従事者から上席者への連絡は、各所属長を通じて行い、所属長が不在の場合は、直接、行う。
	役職・所属
	氏名
	電話番号等
	特記事項

	理事長
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	施設・事業所長
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	事務長
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	総務課長
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	総務課
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	総務課
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	介護課長
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	介護課
	〇〇〇〇
	090－〇〇－〇〇
	

	・・・
	・・・
	・・・
	・・・



　　　　（★従事者への一斉連絡手段としてスマートフォン・アプリ、SNSの導入を検討する）

（２）外部機関等緊急連絡先一覧の作成・更新
　　１）行政機関
	区分
	名称
	電話番号等
	備考

	指定権者
	〇〇市〇〇課
	平日：
夜間・休日：
	

	保健所
	諏訪保健所（保健福祉事務所）
	平日：
夜間・休日：
	感染情報、感染者等への対応等



　　２）医療機関
	区分
	名称
	電話番号等
	備考

	協力医療機関
	〇〇病院
	平日：
夜間・休日：
	感染者等の診療、対応への助言等

	受診・相談センター
	新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生した場合
	平日：
夜間・休日：
	設置状況を確認



　　３）関係業者
	区分
	名称
	電話番号等
	備考

	消毒
	〇〇社
	平日：
夜間・休日：
	

	リネン
	〇〇社
	平日：
夜間・休日：
	

	ごみ収集
	〇〇社
	平日：
夜間・休日：
	

	食品・厨房関係
	〇〇社
	平日：
夜間・休日：
	

	衛生材料
	〇〇社
	平日：
夜間・休日：
	

	電気水道ガス等
	〇〇社
	平日：
夜間・休日：
	



　　４）利用者ごとの家族、かかりつけ医、介護支援専門員等
　　　・個々の利用者ごとに家族とその電話番号、利用者にかかりつけ医・かかりつけ医療機関、介護支援専門員、他のサービス事業者等がいる場合の緊急連絡が可能な電話番号を確認し、一覧表を作成するか、介護記録等に確実に記載しておく。

（３）感染症に関する最新情報の収集
　　１）感染症の発生状況
　　　　・厚生労働省、長野県、諏訪保健所（諏訪保健福祉事務所）の公式サイトにおける感染症情報を活用する。
　　　　　－これらの機関から週報が毎週発出され、必要に応じて、臨時の情報も提供される。
　　　　　－新たな感染症が発生した場合も、その発生状況が公表される。
　　　　・内容は、〇〇感染対策委員会で共有し、必要に応じて、従事者にも周知する。
　　２）感染対策等の情報
　　　　・厚生労働省等から公式サイトや通知等を通じて感染対策に関する情報提供があった場合は、〇〇感染対策委員会で共有し、必要に応じて、従事者にも周知する。

（４）基本的な感染対策の徹底
　　１）基本事項
　　　　・全従事者は、別に作成している「〇〇感染対策指針（マニュアル）」を確認し、実行する。
　　　　・各所属長は、従事者が感染対策を確実に実行しているか、定期的に確認し、改善を図る。
　　２）特に重要な対策のポイント
①利用者の健康確認
　　　　　・「〇〇感染対策指針（マニュアル）」で定めている健康確認票を確実に記入する。
　　　　　・症状が認められた場合、〇〇に報告し、指示を受ける。
　　　　②従事者の健康確認
　　　　　・「〇〇感染対策指針（マニュアル）」で定めている健康確認票を確実に記入する。
　　　　　・責任者、所属長は、従事者が体調不良等を報告しやすい環境を整備する。
　　　　　・症状が認められた場合、出勤や勤務を停止し、所属長に報告して指示を受ける。
　　　　③面会者、出入り業者の健康確認
　　　　　・従事者と同様の健康確認を行う。
　　　　④手指衛生
　　　　　・流水、石けんによる手洗いを行った上で手指消毒を行う。
　　　　　・血液、便等の体液による汚染がない場合、手指消毒のみでよい。
　　　　　・手のひら、甲、指先、指の間、親指、手首の６か所を意識して行う。
　　　　　・１ケアごとに手指衛生を行う。



　　　　⑤感染防護具の適切な使用（標準予防策）
　　　　　・検査結果や症状にかかわらず、すべての場面において体液に触れる可能性があれば、必要な感染防護具を使用する。
－手が触れる場合：手袋
－顔に飛散する場合：マスク、ゴーグル等
－身体に飛散する場合：エプロン
　　　　　・感染防護具は、二重・三重には使用せず、１ケアごとに交換する。
　　　　　・使用した感染防護具を脱ぐ・外す場合、汚染部位にできるだけ触れないよう慎重に行うとともに、感染防護具ごとに手指衛生を行う。
　　　　　・〇〇感染対策委員会は、感染防護具の使用状況を少なくとも年１回確認し、必要に応じて、感染防護具の適切な使用に関する研修会を開催する。
　　　　⑥換気
　　　　　・利用者が狭い場所で会話や食事をする場合は、温度に注意しながら換気（機械換気または窓開け等）を行う。
　　　　⑦消毒
　　　　　・アルコール、次亜塩素酸ナトリウムを基本とし、感染症に応じて界面活性剤を含む洗剤も使用する。
　　　　　・次亜塩素酸ナトリウムは、作り置きせず、使用時に適切な濃度のものを調整する。
　　　　　・やむを得ずこれら以外の消毒薬を用いる場合は、その効果や使用方法を確認する。
　　　　　・消毒薬の噴霧は、行わない。
　　　　⑧ゾーニング
　　　　　・感染者や感染の疑いがある者の居所を感染区域（レッドゾーン）、それ以外の場所を非感染区域（グリーンゾーン）に分ける。
　　　　　・感染区域（レッドゾーン）に入る前に感染防護具を身に付け、業務が終わった後、感染区域（レッドゾーン）の端で感染防護具を外し、廃棄ボックスに捨てた上で、非感染区域（グリーンゾーン）に出る。
　　　　　・ゾーニングは、床にテープ等を貼って目印とする程度でよいが、国や保健所等から情報提供があれば、それに沿った方法で行う。
　　　　　・感染区域（レッドゾーン）内の業務を担当する従事者を専任にするか、経験を有する者等に限定することが望ましい。

（５）感染防護具、消毒液等の衛生物品の確保
１）基本的な考え方
　　・物品ごとに平時の月平均消費量を確認する。
　　・物品ごとに新型コロナウイルス感染症（COVID-19）発生時の月最大消費量を参考に必要備蓄量を算出する。
　　　（★現在、国等から備蓄量の目安が示されていない。COVID-19発生時の月最大消費量を備蓄量とした場合、１か月間は備蓄品で対応可能となるが、保管場所、流通状況、購入費用等を踏まえてその量を増減させることになり、その分、対応可能期間が増減する）。
・物品ごとに現在の備蓄量を確認し、必要備蓄量より少ない（不足している）場合、どのように対応するか検討する。
・使用期限が設定されている物品の場合、過剰な備蓄をせず、使用期限が迫っている備蓄品から順次、使用し、使用分を補充する（ローリング・ストック）方式とする。
・備蓄に関する平時の助成制度等の情報に留意するとともに、発生時の物品支援について、施設・事業所所管の行政機関（指定権者）や保健所からの情報も注視する。
２）物品別備蓄量と不足への対応
	[bookmark: _Hlk215924793]物品名
	月平均消費量
	必要備蓄量
	現在備蓄量
	不足への対応

	サージカルマスク
	
	
	
	

	N95マスク
	
	
	
	

	手袋
	
	
	
	

	眼防護具
	
	
	
	

	袖付きエプロン
	
	
	
	

	ガウン
	
	
	
	

	キャップ
	
	
	
	

	次亜塩素酸ナトリウム
	
	
	
	

	消毒用アルコール
	
	
	
	

	アルコールシート
	
	
	
	

	液体せっけん
	
	
	
	

	ガーゼ・コットン
	
	
	
	

	トイレットペーパー
	
	
	
	

	ティッシュペーパー
	
	
	
	

	保湿ティッシュ
	
	
	
	

	おむつ
	
	
	
	

	ビニール袋
	
	
	
	

	〇〇〇
	
	
	
	



３）物品別担当者、備蓄場所、調達先等
	物品名
	担当者
	備蓄場所
	調達先
	備考

	サージカルマスク
	
	
	
	

	N95マスク
	
	
	
	

	手袋
	
	
	
	

	眼防護具
	
	
	
	

	袖付きエプロン
	
	
	
	

	ガウン
	
	
	
	

	キャップ
	
	
	
	

	次亜塩素酸ナトリウム
	
	
	
	

	消毒用アルコール
	
	
	
	

	アルコールシート
	
	
	
	

	液体せっけん
	
	
	
	

	ガーゼ・コットン
	
	
	
	

	トイレットペーパー
	
	
	
	

	ティッシュペーパー
	
	
	
	

	保湿ティッシュ
	
	
	
	

	おむつ
	
	
	
	

	ビニール袋
	
	
	
	

	〇〇〇
	
	
	
	




（６）従事者が不足した場合の新たな従事者の確保方策の確認
　　（★自施設・事業所の従事者の出勤率が最大30％まで低下すると仮定して、その補充方策を検討する。）
　　１）施設・事業所内での勤務調整、法人内での人員確保
・勤務が可能な従事者と休職が必要な従事者の把握を行い、勤務調整を行う。
・新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生し、感染すると重症化しやすい状況等が国から示された場合、これらに該当する従事者は、感染や感染の疑いがある利用者への直接の業務に従事しない可能性があり、そのことも想定した人員の確保を想定する。
・人員基準等を満たさないおそれがある場合は、指定権者へ相談した上で調整を行う。
・勤務可能な従事者に対して十分な説明を行った上で緊急やむを得ない対応として平時の業務以外の業務補助等への業務変更を行う等のシフト管理を行う（期間を限定する）。
・施設・事業所内の従事者だけで対応できない場合、同一法人内の支援を要請する。
・応援に来た従事者に「してほしい業務」、「説明すべきこと」を速やかに伝えることができるよう準備しておく。
（★介護、食事提供、事務等、業務別に応援要請を行う基準を検討しておく（特に、看護従事者は、人数が限られているため、平時から法人内において連携を図り、緊急時に迅速に対応できるようにしておく）。）
（★委託業者が対応困難となった場合の従事者の調整も検討しておく。）
２）自治体・関係団体への依頼
・自施設・事業所、法人内の調整でも従事者の不足が見込まれる場合、自治体や関係団体へ連絡し、応援の従事者を依頼する。
・感染症発生時の施設・事業所運営やマネジメントは、協力医療機関の助言等も踏まえつつ、保健所の指示を受け、責任者が中心となって対応する。
・感染症対策に係る専門的知識も踏まえた運営やマネジメントを行う必要がある場合、早めに保健所に相談して都道府県等に専門家の派遣を依頼する。
３）委託業者への依頼
　　・従事者が不足した場合、追加の業務委託が可能か、確認しておく。
　　・既存の委託業者だけでは対応が困難と思われる場合、他の業者にも当たっておく。
４）滞在先の確保
・従事者の負担軽減のため、必要に応じて、近隣に宿泊施設を確保する。

（７）従事者が不足した場合の優先業務の確認
　　（★提供しているサービスの内容に応じて加除する。）
　　　・従事者の出勤率に応じて優先する業務を次のとおりとする。
　　　　－出勤率は、感染対策、家族や外部機関等との連絡調整等、感染に関する業務の従事する者を含めず、直接サービスの提供に従事する者の人数で算出する。
－利用者数が通常より減少している場合、その人数の対応に必要な従事者数を分母とする。
・提供するサービスの範囲や内容について、国からの通知、指定権者や保健所から指示等があれば、それらを踏まえて優先業務を変更する。
・業務内容を調整する場合、利用者とその家族に説明するとともに、従事者の理解と協力を得る。




	出勤率＊
	30％～
	50％～
	70％～
	90％～

	基本方針
	生命維持
	食事・排泄
	一部休止
	通常

	食事
	災害食２回
	災害食３回
	ほぼ通常
	通常

	食事介助
	必要な利用者
	必要な利用者
	必要な利用者
	通常

	排泄介助
	おむつ利用者
	ほぼ通常
	ほぼ通常
	通常

	入浴介助
	清拭
	一部清拭
	一部清拭
	通常

	口腔ケア
	必要者にうがい
	必要者にうがい
	ほぼ通常
	通常

	機能訓練等
	休止
	褥瘡・拘縮予防
	褥瘡・拘縮予防
	通常

	医療的ケア
	必要最低限
	ほぼ通常
	ほぼ通常
	通常

	洗濯
	使い捨て物品
	必要最低限
	必要最低限
	通常

	シーツ交換
	汚染時
	部分的に交換
	部分的に交換
	通常

	面会
	特別な場合
	特別な場合
	時間人数制限
	通常



（８）サービス提供の縮小・休止、再開の基準の確認
・施設・事業所内で感染が拡大傾向にあり、新たな利用者の受入れが困難な場合、施設・事業所や従事者の状況を踏まえてサービス提供を縮小または休止する。
・感染状況が改善した段階で施設・事業所や従事者の状況を踏まえてサービス提供を順次、再開する。

（９）過重労働・メンタルヘルス対応の確認
１）労務管理
・従事者の勤務時間を確認して長時間労働を把握する。
・長時間労働を予防するため、可能な限り、必要な従事者数を確保するよう努めるとともに、確保した従事者数に応じて優先業務を増減させる。
・特定の従事者に業務や負担が偏らないよう従事者全体の中で柔軟に業務を割り当てる。
・施設・事業所の近隣において宿泊施設、宿泊場所を確保し、従事者の負担軽減を図る。
２）長時間労働対応
・連続した長時間労働を余儀なくされる場合、週１日は完全休みとする等、一定時間休めるようシフトを組む。
・休憩時間や休憩場所の確保に配慮する。
３）コミュニケーション
・日頃の声かけやコミュニケーションを大切にするとともに、施設・事業所内の感染状況とその対策について情報提供し、不安や疑問にも真摯に応えるよう努め、心身に不調をきたす従事者が出ないように努める。
・風評被害等の情報を把握し、従事者の心のケアに努める。
４）相談窓口の設置
・施設・事業所内又は法人内に相談窓口を設置するなど、職員が相談可能な体制を整える。
・保健所や県精神保健福祉センター等の外部の専門機関による相談窓口も確認しておく。






（10）研修・訓練の実施
１）業務継続計画（BCP）の共有
・策定及び改定した計画を推進メンバーで抜けや漏れがないかを確認する。
　　２）業務継続計画（BCP）の内容に関する研修
①入職時研修
・担当：施設・事業所長
・方法：業務継続計画（BCP）の概念と内容、感染症に関する情報を説明
②全従事者研修
・時期：年２回（★施設・事業所の施設基準による）（★人事異動・組織改正の直後）
・担当：主任
・方法：業務継続計画（BCP）の概念と内容、感染症に関する情報を共有
③その他
・外部の業務継続計画（BCP）研修等を活用する（受講後、施設・事業所内に伝達する）
　　３）業務継続計画（BCP）の内容に沿った訓練（シミュレーション）
・時期：年１回（★施設・事業所の施設基準による）
・担当：施設・事業所長
・方法：感染者の発生を想定し、業務継続計画（BCP）に基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達の方法の確認等について机上訓練及び実地訓練を実施
４）業務継続計画（BCP）の見直しへの反映
・訓練等で洗い出された課題を〇〇委員会に報告し、業務継続計画（BCP）の見直しに反映させる
























３　初動対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）感染疑い者の確認
　　１）利用者に症状が認められた場合
　　　・日々の健康確認やサービス提供時の観察等により感染症に罹患している可能性が認められた場合、従事者は速やかに所属長に報告し、所属長は速やかに責任者に報告する。
　　　・所属長は、家族に連絡し、施設・事業所内の看護従事者やかかりつけ医、協力医療機関等に相談した上で、必要に応じて、受診させる医療機関に連絡し、当該利用者を受診させる。
　　　・保健所等に受診・相談センターが設置されている場合は、そちらに相談して指示を受ける。
[bookmark: _Hlk216013467]　　　・医療機関を受診するまで、または、感染のおそれがないと判断されるまで個室対応とし、個室対応ができない場合、マスク着用をお願いし、ベッド間を２ｍ以上空けるか、カーテンで仕切る。
・感染区域（レッドゾーン）と非感染区域（グリーンゾーン）を設定し、対応する従事者を最小限に限定し、必要な感染防護具を用いてサービス提供に当たる。
・当該利用者以外の利用者、従事者に同様の症状が認められないか、早急に確認し、症状を呈している利用者は個室対応か同一部屋に集め、従事者の場合は帰宅させる。
　　２）従事者に症状が認められた場合
　　　・日々の健康確認等により感染症に罹患している可能性が認められた場合、直ちに出勤、勤務を停止し、速やかに所属長に報告し、所属長は速やかに責任者に報告する。
　　　・所属長は、施設・事業所内の看護従事者やかかりつけ医、協力医療機関等に相談した上で、必要に応じて、当該従事者に対して受診する医療機関に連絡し、受診するよう指示する。
　　　・保健所等に受診・相談センターが設置されている場合は、そちらに相談して指示を受ける。
　　　・当該従事者は、医療機関を受診するまで、または、感染のおそれがないと判断されるまで自宅において家族等との接触を避けて過ごす。
・当該従事者以外の従事者、利用者に同様の症状が認められないか、早急に確認し、症状を呈している利用者は個室対応か同一部屋に集め、従事者の場合は帰宅させる。
　　３）面会者、出入り業者に症状が認められた場合
　　　・日々の健康確認等により感染症に罹患している可能性が認められた場合、直ちに施設・事業所から離れさせ、速やかに所属長に報告し、所属長は速やかに責任者に報告する。
　　　・所属長は、施設・事業所内の看護従事者やかかりつけ医、協力医療機関等に相談した上で、必要に応じて、当該者に対して受診する医療機関に連絡し、受診するよう依頼する。
　　　・保健所等に受診・相談センターが設置されている場合は、そちらに相談して指示を受ける。
　　　・受診の結果を施設・事業所に伝えるよう当該者に依頼する。
・施設・事業所内の従事者、利用者に同様の症状が認められないか、早急に確認し、症状を呈している利用者は個室対応か同一部屋に集め、従事者の場合は帰宅させる。
　４）新型インフルエンザ等の新たな感染症の場合
　　　・新型インフルエンザ等の新たな感染症が発生した場合、感染を疑う症状等が国から提示されるので、日々の健康確認もそれに合わせた内容に修正等を行い、利用する。
　　　・地域における発生状況等に応じて、法人、指定権者、保健所等の関係機関に報告する。
　　　・「〇〇感染症対策本部」を設置し、本部長を中心に組織を挙げて種々の対策を講ずる。
　５）清掃、消毒の実施
　　　・感染の疑いがある利用者、従事者、面会者、出入り業者が滞在していた部屋、スペース、トイレとそのドアノブ、ベッド柵、水洗レバー、洗面所の蛇口等の高頻度接触面を清掃、消毒する。

　　６）利用者、従事者、面会者、出入り業者が感染者との接触者であることが判明した場合
　　　・保健所からの連絡等により利用者、従事者、面会者、出入り業者が感染者との接触者であることが判明した場合、症状が認められた場合と同様に対応する。

（２）感染疑い者の受診・検査
　　　・利用者が医療機関を受診する場合、家族と相談した上で、従事者または家族が同行する。
　　　・保健所の指示により当該施設・事業所において感染疑い者の検体採取を行う場合、十分な換気、清掃、消毒ができる場所を確保し、そこまで他の利用者、従事者と接触しないよう可能な限り動線を分けて移動する。
　　　・検査結果が陽性となり感染が確定するまでの間に感染拡大防止体制確立の準備を行う。

（３）感染が確定した場合
　　１）保健所からの連絡
　　　・感染症法における区分に応じて、感染を診断した医師から保健所に届出がされ、保健所から当該感染者・家族に連絡した上で、関連する施設・事業所等に連絡する場合があるので、情報提供等に協力し、指示や要請に基づき対応する。
　　２）感染者の法的入院等
　　　　・感染症法における区分に応じて、保健所が感染症法の規定に基づき感染者の法的入院等の対応に当たる。
　　　　・法的入院等に関して保健所から当該感染者・家族に説明されるので、保健所と情報共有しながら、状況に応じて、施設・事業所からも家族に説明する。
　　３）接触者への対応
　　　　・感染症法における区分に応じて、保健所が感染症法の規定に基づく接触者調査を行うので、協力する。
　　　　・保健所の調査の結果、他の利用者が接触者として特定され、他者との接触の回避、健康観察、検査等の対応が必要とされた場合、当該接触者を個室対応とし、個室対応ができない場合、マスク着用をお願いし、ベッド間を２ｍ以上空けるか、カーテンで仕切る。
・感染区域（レッドゾーン）と非感染区域（グリーンゾーン）を設定し、対応する従事者を最小限に限定し、必要な感染防護具を用いてサービス提供に当たる。
・従事者が接触者として特定された場合、直ちに帰宅させる。
・健康観察期間中に症状等が見られた場合、保健所に連絡し、その指示等に従う。
・感染が判明すれば、１）、２）により対応し、感染していないことが判明すれば、通常の対応に戻す。
　　４）法的入院等が終了した利用者、従事者への対応
[bookmark: _Hlk216268018]　　　　・感染症法に基づく入院または国が示す療養期間を終了した利用者、従事者については、通常の対応に戻す。
　　　　・感染したことは、利用者の受入れを拒否する正当な理由とならない。症状等の理由によりサービス提供の継続が困難な場合は、個別に調整を行う。
　　５）施設・事業所内の情報共有
　　　　・感染症の発生と対応について、逐次、施設・事業所内の従事者に情報提供する。
　　　　・従事者には個人情報保護の義務があることを徹底する。
　　　　・施設・事業所の利用者、家族については、感染に伴う新たな対応が必要となるか、サービス提供の縮小・休止等の影響が及ぶ範囲において必要最小限の情報提供を行う。


４　感染が拡大した場合の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）体制の確立・確認
　　　・既知の感染症が多数発生し、通常の体制では対応が困難と判断される場合、「〇〇感染症対策本部」を設置し、本部長を中心に組織を挙げて種々の対策を講ずる。
・新型インフルエンザ等の新たな感染症の場合、１人の感染者が発生した時点から「〇〇感染症対策本部」が設置されており、改めてその体制を確認する。

（２）保健所との連携
　　　・感染症法における区分に応じて、保健所が感染者、接触者への対応を行う場合、その指示や要請に応じて対応する。
　　　・施設・事業所内の消毒、生活空間の区分け、運営を継続するために必要な対策等について適宜、保健所に相談する。

（３）ゾーニングの方法
　　　・感染区域（レッドゾーン）は、感染者、接触者それぞれについてできるだけ狭い範囲で設定する。
　　　・感染区域（レッドゾーン）の中にトイレ、洗面所等が含まれていることが望ましいが、むずかしい場合は、他者がいない時に短時間、利用することも考えられる。
　　　・感染区域（レッドゾーン）、非感染区域（グリーンゾーン）それぞれにおける利用者間の接触は可能であるため、従事者が確保される範囲で食事や交流、入浴等の実施を検討する。
　　　・感染症法に基づく入院または国が示す療養期間が終了する等、感染から回復した利用者は、非感染区域（グリーンゾーン）の居住となるが、その場所が確保できない場合、感染区域（レッドゾーン）に居住することも考えらえる。
　　　・感染区域（レッドゾーン）で使用したリネン、衣類、食器等の扱いは、国や保健所から指示等があればそれに従うが、新型コロナウイルス（COVID-19）の場合、付着した体液等が飛散しないよう袋に入れ、それぞれ洗濯室、下膳室に運んだ上で洗浄、消毒等を行うことが可能であったことも参考に対応する。
・感染区域（レッドゾーン）内の業務を担当する従事者を専任にするか、経験を有する者等に限定することが望ましいが、感染状況に応じてそれ以外の従事者が担当する場合は、感染防護具の使用方法等を事前に練習を行う。

（４）感染防護具、消毒液等の衛生物品の確保
　　　・感染者の増加等に伴い、感染防護具、消毒液等の衛生物品が急激に消費されるため、衛生物品の消費量と在庫量を逐次、確認し、不足が見込まれる場合は、平時に準備していた備蓄の活用と早期の追加発注等の対応を早めに開始する。
　　　・十分に確保できないおそれがある場合、早期に指定権者や保健所に相談する。

（５）従事者の確保
　　　・従事者の感染や感染者との接触の増加等に伴い、従事可能な従事者が急激に減少するため、不足が見込まれる場合は、平時に準備していた従事者確保の対策を早めに開始する。
　　　・十分に確保できないおそれがある場合、早期に指定権者や保健所に相談する。



（６）業務内容の調整（優先業務の実施）
　　　・従事者の不足が続く場合、通常のサービス提供が困難となるため、従事者の不足が見込まれる場合は、平時に準備していた優先業務の実施をはじめとする業務内容の調整を早めに開始する。
　　　・提供するサービスの範囲や内容について、国からの通知、指定権者や保健所から指示等があれば、それらを踏まえて優先業務を変更する。
[bookmark: _Hlk216016864]　　　・業務内容を調整する場合、利用者とその家族に説明するとともに、従事者の理解と協力を得る。

（７）サービス提供の縮小・休止、再開
　　　・感染症の発生状況や国の対応方針等を踏まえ、平時に確認しておいたサービス提供の縮小・休止、再開を判断し、実施する。
　　　・サービス提供の縮小・休止、再開に当たって、利用者とその家族に説明するとともに、従事者の理解と協力を得る。

（８）過重労働・メンタルヘルス対応の確認
・対応が長期に及ぶ場合、従事者の身体的、精神的な負担が過重となるため、平時に準備していた労務管理、長時間労働対応、コミュニケーション、相談窓口の設置等の対応を早めに開始する。

（９）情報共有・情報発信
１）施設・事業所内での情報共有
　　・感染状況とその対応等を時系列にまとめ、保健所や指定権者等からの情報等と合わせて共有する。
・従事者の不安解消のためにも定期的にミーティング等を開催し、従事者が質問や疑問等を出しやすい環境をつくり、真摯に対応する。
　　２）利用者・家族との情報共有
　　　　・利用者・家族に対して施設・事業所内の感染状況とその対応を適宜、情報提供し、その上で、個室対応や面会制限等についての理解と協力を得る。
　　　　・面会制限をしている場合、利用者の様子を家族にこまめに伝えるように努める。
　　　　・利用者・家族が質問や疑問等を出しやすい環境をつくり、真摯に対応する。
３）指定権者・保健所との情報共有
　　・定められた報告、情報提供を確実に行う。
・従事者や衛生物品の不足、業務内容の調整（優先業務の実施）、サービス提供の縮小・休止、再開等についても早めの情報共有を行い、指示や助言等を受ける。
　　４）関係業者等との情報共有
　　　　・平時に準備しておいた業務委託について早めに相談を開始する。
　　　　・感染や接触が確認された利用者について、関係している介護支援専門員や居宅介護支援事業所、他に利用している施設・事業所に対して個人情報に留意しつつ情報提供する。
　　　　・感染や接触が確認された従事者が他の施設・事業所で従事している場合、自身から当該施設・事業所に連絡するよう指導する。
　　５）地域、報道機関等への公表
　　　　・地域、報道機関等への公表について、指定権者及び保健所に相談して対応する。
　　　　・自施設・事業所や法人の判断で公表する場合、公表する理由、公表する内容、公表する者、公表に伴う影響等を十分に検討し、利用者・家族、従事者等の関係者にも理解を得ておく。
－　2　－

